
　

17時00分 発表

１．事務所体制

2月13日 23時08分 非常体制設置

2月14日 1時00分 警戒体制（支援）

2月14日 8時30分 注意体制移行（道路）

2月14日 11時30分 注意体制移行（砂防）

2月14日 14時00分 注意体制移行（河川）

2月22日 9時00分 体制解除（河川、砂防）

2月24日 9時00分 体制解除（支援）

9月14日 17時00分 体制解除（道路）

２．巡回・被災情報

【道路】

・地震の影響により、国道13号福島西道路 吾妻高架橋（2.9kp)で段差が生じたことによる路面の

  補修工事が、９月１４日（火）に完成しました。

３．その他

・道路の異状を発見したら、下記へご連絡ください。

○高速道路・国道・県道 ＃９９１０

○市町村道 最寄りの市役所、役場へ

http://www.thr.mlit.go.jp/fukushima/
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内線（４３１）

＜　記者発表会　：　福島県政記者クラブ、福島市政記者クラブ　＞

《事務所管内の情報は、右記のURLからご覧ください》

緊急情報／防災情報

国土交通省　東北地方整備局　福島河川国道事務所

令和３年９月１４日

　福島河川国道事務所では、令和３年２月１３日２３時０８分頃の福島県沖を震
源とする地震により、管内で「震度６強」が観測されたため、災害対策支部を設
置し対応にあたっておりましたが、この度、所管施設の補修工事が完成したこと
から、９月１４日（火）１７時００分で注意体制（道路）を解除しました。

【防災情報】　福島河川国道事務所　地震災害情報　　（第１６報・終報）

お問い合わせ先

国土交通省　東北地方整備局　福島河川国道事務所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　０２４－５４６－４３３１　（代）

【 道 路 関 係 】 道 路 管 理 課 長


